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保護者 様 

                        東海村教育委員会教育長 伴  敦夫 

                        東海村立中丸小学校長 藤田 洋一 

   

   学校において新型コロナウイルス感染者等が確認された場合の対応について 

              （令和３年４月 15日時点） 

 

 日ごろより本校の教育活動に対しまして，ご理解とご協力をいただき，感謝申し上げます。 

 さて，本校におきましては，新型コロナウイルス感染症に対して，できる限りの予防対策を

しながら教育活動を行っているところです。 

 しかしながら，新型コロナウイルス感染症につきましては，現在，県内においても，変異株

による陽性例が確認されるとともに，児童生徒への感染も確認され，保護者の皆様におかれま

しても，心配の絶えないことと存じます。 

 つきましては，今後，児童生徒に感染者や濃厚接触者等が確認された場合には，下記のとお

り対応することといたしますので，ご理解とご協力をお願いいたします。  

 なお，児童生徒がＰＣＲ検査を受けることになった場合には，検査結果を待たずに速やかに

学校，または，東海村教育委員会指導室までご連絡をくださるよう重ねてお願いいたします。

その際は，個人情報の取扱いには十分注意し，個人が特定されないよう配慮いたします。 

 

記 

１ 基本的な考え方 

    児童生徒において新型コロナウイルスへの感染が確認された場合及び濃厚接触者と特定 

された場合には，ひたちなか保健所及び村新型コロナウイルス感染症対策本部の指導のもと

以下の対応を行います。 

 

２ 児童生徒の出席停止等の考え方 

（１）発熱等の風邪の症状がみられる場合，または，ＰＣＲ検査を受ける場合 

  ① 結果が判明するまでは，「出席停止」とします。 

     ※他の児童生徒は，通常登校とします。 

  ② 結果が【陰性】であれば，当該児童生徒は，翌日より登校できます。 

       ※登校後は，教職員により，当該児童生徒の健康観察等を十分に行います。 

 

（２）児童生徒の感染が確認された場合 

  ① かかりつけ医やひたちなか保健所等が快癒を認める等，登校を許可するまでは「出席

停止」とします。  

  ② かかりつけ医やひたちなか保健所等からの指示等につきましては，その都度，学    

校へ連絡願います。 

 

（３）同居家族の感染が確認され，児童生徒が濃厚接触者に特定された場合 

     ※感染者と長時間接触があったなどの場合は，専門医（ひたちなか保健所等）によ

る濃厚接触者の調査が行われます。その結果が出るまでの期間は，出席停止とし

ます。 

  ① 感染者と濃厚接触のあった日の翌日から 14日間は「出席停止」とします。しかし， 

   ひたちなか保健所から指示があった場合には，保健所等が指示する期間とします。 

     ※他の児童生徒は通常登校とします。 



 

  ② 検査結果が「陰性」であっても，原則 14日間は「出席停止」とします。 

③ 発病することなく 14 日間を経過した場合は，ひたちなか保健所等の指示のも   

と，通常登校が可能となります。  

 

（４）同居家族が濃厚接触者と特定された場合 

   児童生徒は，濃厚接触者に当たらないため登校することもできます。 

    

３ 感染者が確認された場合の学校の対応 

（１）原則，ひたちなか保健所により濃厚接触者が特定されるまでの間，臨時休業とします。 

  ただし，児童生徒等に感染が確認されても，学校関係者に濃厚接触者がいない場合や，早

期に濃厚接触者が特定された場合には，臨時休業を実施しないことがあります。 

 

（２）感染者の学校内での活動状況を踏まえ，ひたちなか保健所等に臨時休業（学校の全部，

学年単位，学級単位）の実施の必要性，休業期間等を相談し，判断します。 

    

４ その他 

 ○ 濃厚接触者であるか否かの特定は，ひたちなか保健所の聞き取り調査で決定されます。 

  ○ 臨時休業の期間は，感染防止のため，自宅待機をお願いします。 

 ○ かかりつけ医やひたちなか保健所等の指導により，状況に応じて，個別対応等に差   

が生じることがあります。   

  ○ 上記のことについては，令和３年４月 15日時点でのものであり，新型コロナウイルス 

の感染状況や国，県の動向により，変更が生じることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜お問い合わせ＞ 

 

   ご不明な点がございましたら，下記へご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

   東海村立中丸小学校   ０２９－２８２－２７６７ （担当：教頭 関谷 宣子） 

   東海村教育委員会指導室 ０２９－２１９－７４５１ 

＜お願い＞ 

児童生徒等に感染が判明した場合には，できる限り感染者の特定につながること

の無いよう，慎重に対応してまいります。新型コロナウイルス感染症に関連し，感

染者，濃厚接触者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は，断じて

許されるものではありません。 

 新型コロナウイルスへの感染は，誰にでもありうるとの認識に立ち，児童生徒が

誹謗・中傷や差別的言動を受けることのないよう，引き続き各学校において，児童

生徒への指導を徹底してまいります。 

噂やデマに惑わされることなく，冷静な判断をお願いします。 

 当事者意識をもって，心温かい対応をお願いします。 


